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　総合体育館に大きなリングが設置され
「北都プロレス」によるチャリティープロ

レス in 幌延が開催されました。子どもＶＳレ
スラーのエキシビジョンマッチが行われ、子
どもたちの奮闘に観客はおおいに盛り上がり
ました。メインイベントでは、レスラーのタッ
グ戦やバトルロイヤルが行われ、プロの技に
歓声があがりました。
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　野々村仁氏
に当選証書付与
　野々村仁氏
に当選証書付与
　11月25日に告示された幌
延町長選挙で当選された野々

村　仁氏に当選証書が付与されま
した。任期は平成26年12月14
日から平成30年12月13日まで
の４年間です。

平成 26年度
幌延町舞台芸術鑑賞事業
平成 26年度
幌延町舞台芸術鑑賞事業

　幌延町舞台芸術鑑賞事業としてバンドネオン奏
者の三浦一馬氏とギター奏者の大萩康司氏が国際

交流施設で演奏会を行いました。楽器の紹介を取り入
れたユーモア溢れるトークやソロ演奏、そして何より
バンドネオンとギターのデュオでは、息の合った二人
が奏でる音色で、演奏会へ訪れた人の心を癒やしまし
た。

▲こざくら荘訪問

◀中央保育所訪問

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ
■高額介護合算療養費及び医療費通知について■

■　高額介護合算療養費について
　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
　同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超え
たときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、手続きには市町村窓口への
申請が必要となります。

○　後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は対象となりません。
○　支給額が５００円以下の場合は支給されません。
◆　自己負担限度額表

■　医療費通知の送付を希望される方へ
　北海道後期高齢者医療広域連合では、発行をご希望される方を対象に、医療費を半年ごとにまとめた医療費通
知を送付しています。次回の発行は平成２７年３月末（平成２６年７～１２月診療分）に行います。

　新たに発行をご希望の方は、お手数ですが、北海道後期高齢者医療広域連合または町民課生活環境グループへ
ご連絡ください（電話でのご連絡だけで手続きできます）。

◆　新たに発行をご希望の方はご連絡ください

【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月３１日】

※１　世帯全員が住民税非課税である方
※２　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下）、

または老齢福祉年金を受給している方

負担割合 区　　　分

区 分 Ⅱ（※１）

区 分 Ⅰ（※２）

自己負担額の合計の基準額
３割

1割

現 役 並 み 所 得 者
一 般

住 民 税 非 課 税 世 帯

６７万円
５６万円
３１万円
１９万円

申請される方は、町民課生活環境グループまでお申し出ください。

○　すでに「発行希望」のご連絡をいただいている方につきましては、継続して発行しますので、再度の
ご連絡は必要ありません。

○　この通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。
※　この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。

問　い　合　わ　せ　先
北海道後期高齢者医療広域連合

住所　〒060-0062
　　　　札幌市中央区南２条西１４丁目　国保会館６階
電話　０１１‐２９０‐５６０１

町民課　生活環境グループ
電　　　話　5-1115（内線155）
告知端末機　5-8815

日赤幌延町分区が幌延町生涯学習センターにＡＥＤを設置
　日赤幌延町分区では、本社における共同購入及び宗谷地区への助成により
購入したＡＥＤ（自動体外式除細動器）を町の避難所である幌延町生涯学習セ
ンターに設置しました。
　ＡＥＤは、突然の心停止の際に救急隊が到着するまでの間、速やかかつ適切
に使用することで大変有効な救命処置となり、電源を入れれば音声で操作方法
を案内してくれるので、どなたでも簡単に使用できます。
　日赤幌延町分区では、みなさまからいただいた社資によってこのような救命
用具等を整備しています。今後も引き続きご協力をお願いします。
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